
■「エポスカード規約」新旧対照表（2026年2月2日版）

エポスカード規約  （2025年9月30日版） エポスカード規約  （2026年2月2日版）

第6条（継続的利用代金等のお支払い） 第6条（継続的利用代金等のお支払い）

[2] [2]

■「エポスゴールドカード特約」新旧対照表（2026年2月2日版）

第2条（会員） 第2条（会員）

会員とは、本特約、エポスカード規約およびカード規約とともに適用
される特約を承認のうえ入会を申し込み、当社が入会を認めた方（以
下「会員」という）をいいます。

会員とは、本特約、エポスカード規約およびカード規約とともに適用
される特約を承認のうえ入会を申し込み、当社が入会を認めた方、ま
たは有効期限更新時に所定の条件を満たし当社がエポスゴールド
会員と認め、エポスゴールドカードを発行した方（以下「会員」という）
をいいます。

■「JQ CARD エポスゴールド特約 」新旧対照表（2026年2月2日版）

JQ CARD エポスゴールド特約 （2025年10月1日改訂） JQ CARD エポスゴールド特約（2026年2月2日版）

第2条（会員） 第2条（会員）

会員とは、JQ CARD エポス会員であって、当社が所定の基準に基づ
いて通知した方で、本特約、エポスカード規約、JQ CARD エポス特
約、並びにJR九州が定めるJR九州Web会員規約並びにJRキューポ
利用規約を承認し、当社並びにJR九州（以下「両社」という）に入会を
申込み、両社が認めた方（以下「会員」という）をいいます。

会員とは、本特約、エポスカード規約、JQ CARD エポス特約、並び
にJR九州が定めるJR九州Web会員規約並びにJRキューポ利用規約
を承認し、当社並びにJR九州（以下両社という）に入会を申込み、両
社が認めた方、または有効期限更新時に所定の条件を満たし両社
がJQ CARD エポスゴールド会員と認め、JQ CARD エポスゴールドを
発行した方（以下「会員」という）をいいます。

改訂前 改訂後

改訂前 改訂後

改訂前 改訂後

カードでのお支払いを中止される場合、カードの再発行等によりカー
ド番号が変更となった場合、あるいはカードの更新により有効期限が
変更となった場合等、継続的サービス事業提供者等の定めるところ
により、会員自身が継続的サービス事業提供者等に対してお支払い
方法の変更の手続きを行うものとします。

カードでのお支払いを中止される場合、あるいはカードの再発行や
カードの更新等により、カード番号や有効期限が変更となった場合
は、継続的サービス事業提供者等の定めるところにより、会員自身が
継続的サービス事業提供者等に対してお支払い方法の変更の手続
きを行うものとします。


